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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　管体の切断を伴う修理や交換工事に際し、この管体内を一時的に遮断する遮断装置の止
水バッグにおける口金に外嵌されて取り付けられる保護具であって、
　前記管体に形成される前記止水バッグの挿通孔より小径な上方部位と、大径な下方部位
と、前記止水バッグの口金が挿通する中央孔とを有したリング状に形成し、前記下方部位
は前記挿通孔を通過可能に弾性変形可能にしたことを特徴とする止水バッグ用保護具。
【請求項２】
　一対の半リング部材に分割可能にしたことを特徴とする請求項１記載の止水バッグ用保
護具。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、水道管の切断を伴う修理や交換工事に際し、水道管内を一時的に遮断する止
水装置に使用する止水バッグ用の保護具に関する。
【背景技術】
【０００２】
  この種の止水装置としては、近年、水道管に穿孔された挿通孔の真下で止水バッグを膨
張させるタイプのものが散見される様になってきた（例えば、特許文献１参照）。
【０００３】
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　特許文献１に記載の止水装置にあっては、水道管に形成されている挿通孔を介して前記
水道管内に挿入され、膨張変形して前記水道管を閉止する止水バッグを備えた止水装置で
あって、前記挿通孔に連通するバルブに着脱自在に接続される直立筒と、前記直立筒に貫
設され、内部に通流路を備えたスライド筒と、前記スライド筒の先端部に固設された弾性
膨張変形自在な前記止水バッグと、前記水道管内の流体圧に抗して前記スライド筒を押し
込み移動させる下方付勢手段とを備え、前記止水バッグの外周面において、前記スライド
筒の両側に位置する箇所には、前記止水バッグが弾性膨張変形した際に、前記水道管の内
周面に対して周方向の全周に亘って圧接して前記止水バッグを摩擦保持する環状シール部
が突設されているもので、止水状態において水道管内を通流する流体からの流体圧によっ
て当該止水バッグが下流側に移動するように押圧されたとしても、両環状シール部と水道
管の内周面との摩擦により、止水バッグが水道管の下流側へ移動することを防止すること
が出来る様にしたものである。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１５－５５２８７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかし、上記従来技術にあっては、挿通孔の穿孔時に水道管の内周面における挿通孔の
内面側周縁部に形成される鋭利なバリから偏倚した位置で、環状シール部を挿通孔の内面
側周縁部流体管の内周面に圧接させることで、止水性の低下を防止可能にしているが、バ
リは膨張状態の止水バッグに確実に当たり、場合によっては止水バッグに深く刺さって該
止水バッグが破裂する危険性を否定出来ないなど、解決せねばならない課題があった。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明は、上記従来技術に基づく、管体の挿通孔のバリが膨張状態の止水バッグに直接
当たってしまう課題に鑑み、管体に形成される止水バッグの挿通孔より小径な上方部位と
、大径な下方部位と、前記止水バッグの口金が挿通する中央孔とを有したリング状に形成
し、前記下方部位は前記挿通孔を通過可能に弾性変形可能にした保護具を前記止水バッグ
の口金に外嵌し取り付けて、前記止水バッグの挿入過程で前記保護具の下方部位が変形し
て前記挿通孔を通過下後に元の形状に復帰して、前記下方部位が前記管体の前記挿通孔に
おける内面側周縁部を隠すことにより、膨張状態の前記止水バッグが前記下方部位に密着
して前記バリに当たらない様にして、上記課題を解決する。
【発明の効果】
【０００７】
　要するに本発明は、前記管体に形成される前記止水バッグの挿通孔より小径な上方部位
と、大径な下方部位と、前記止水バッグの口金が挿通する中央孔とを有したリング状に形
成し、前記下方部位は前記挿通孔を通過可能に弾性変形可能にしたので、前記止水バッグ
の挿入過程で、前記口金に取り付けられた保護具の下方部位が前記挿通孔を通過可能に変
形しても、該挿通孔を通過後に確実に元の形状に復帰させることが出来ることから、この
下方部位が前記管体の前記挿通孔における内面側周縁部を隠すことができるため、膨張状
態の前記止水バッグが前記下方部位に密着して前記バリに当たらない様にすることが出来
、よって膨張状態の前記止水バッグの破裂を確実に阻止することが出来る。
【０００８】
　更に、一対の半リング部材に分割可能にしたので、この２つの半リング部材で前記口金
を挟む様にして取り付けることが出来るため、前記口金の形状に拘らず保護具を取り付け
ることが出来る等その実用的効果甚だ大である。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
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【図１】本発明に係る止水バッグ用保護具の平面図である。
【図２】図１の正面図である。
【図３】図１の保護具を取り付けた止水バッグをスライド筒に取り付けた状態を示す正面
図である。
【図４】図１の保護具の使用状態を示す断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　本発明に係る止水バッグ用保護具１は、弾性変形可能なリング体で、図３、４に示す様
に、管体Ｐの切断を伴う修理や交換工事に際し、管体Ｐ内を一時的に遮断する遮断装置Ｓ
における止水バッグＡの口金Ｂに外嵌され取り付けられ、基本的に、管体Ｐに形成される
挿通孔Ｈより小径な上方部位２と、大径な下方部位３と、口金Ｂが挿通する中央孔４とを
有しており、この保護具１は、挿通孔Ｈに上方より押し込むと、下方部位３が変形して挿
通孔Ｈを通過可能にし、通過後元の形状に復帰可能にしている。
【００１１】
　保護具１は、図１、２に示す様に、２個の半リング部材1a、1bを貫通させたボルト５、
5aで連結一体化したもので、各々の一側部に座繰り付き孔６、6aを、他側部にボルト孔７
、7aを形成して、一方の半リング部材1aの座繰り付き孔６と他方の半リング部材1bのボル
ト孔7aにボルト５を、他方の半リング部材1bの座繰り付き孔6aと一方の半リング部材1aの
ボルト孔７にボルト5aを挿通螺入して、２個の半リング部材1a、1bを一体化して保護具１
としている。
【００１２】
  次に、上記保護具１を取り付けた止水バッグＡを使用する遮断装置Ｓについて、図４を
基に説明する。
  この遮断装置Ｓは、工事対象の管体Ｐに取付けられるサドル付きボールバルブＣと、こ
のボールバルブＣに連結される止水バッグＡの挿入機Ｄとから主に構成される。
  尚、管体ＰのボールバルブＣに対応する側面箇所には、ボールバルブＣに一旦取付けら
れた図示しない穿孔機にて収縮状態の止水バッグＡの挿通孔Ｈが開設されている。
【００１３】
  挿入機Ｄは、ボールバルブＣに連結した直立管Ｅと、該直立管Ｅ内に挿通されるスライ
ド管Ｆとから成り、該スライド管Ｆの下端に収縮状態の止水バッグＡを連結している。
【００１４】
  そして、スライド管Ｆの挿入完了状態では、挿入過程で保護具１が挿通孔Ｈの上方から
押されて、下方部位３が変形して挿通孔Ｈを通過下後に元の形状に復帰して、下方部位３
が管体Ｐの挿通孔Ｈにおける内面側周縁部を隠し、収縮状態の止水バッグＡが挿通孔Ｈを
通して管体Ｐ内に導入されると共に、挿通孔Ｈの真下に配置させられる。
  次いで、エアーポンプ（図示せず）よりスライド管Ｆを通して止水バッグＡ内に空気が
送入され止水バッグＡを膨張させる。
  この膨張によって止水バッグＡは管体Ｐ内周面に密着して圧接し、これにより二次側又
は下流側への管内流体の流通を遮断し、保護具１における下方部位３も管体Ｐ内周面に密
着し、この下方部位３に止水バッグＡが密着するため、バリＧが止水バッグＡに突き刺さ
らない。
【符号の説明】
【００１５】
　１　　　保護具
　1a、1b　半リング部材
　２　　　上方部位
　３　　　下方部位
　４　　　中央孔
　Ａ　　　止水バッグ
　Ｂ　　　口金
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　Ｈ　　　挿通孔
　Ｐ　　　管体
　Ｓ　　　遮断装置

【図１】

【図２】

【図３】
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【図４】
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